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一部自己負担の内容（令和6年6月1日現在） 

 課税世帯 非課税世帯 

 外来［個人］ 
定率１割負担（上限18,000円/月） 

（上限144,000円/年） 
なし 

入  院 

［外来と世帯の合算含む］ 

定率１割負担（上限57,600円/月） 

（多数回該当時の上限44,400円/月） 
なし 

入院時食事療養費 １食490円 
１食490円（減額の場合は１食230円、過去１

年間の入院日数が91日以上の場合は１食180

円） 

※ 令和元年８月から適用 

※ 多数回該当とは、世帯の合算を含めた入院時等の医療費の自己負担分について、過去12か月以内に自己負

担上限額57,600円まで達した月が3回以上ある場合、4回目以降の上限額が軽減される仕組みのこと。 

この制度による診療を取り扱わない病院等で診療を受けたときは、保険診療の自己負担金を支払

い、後で領収書（総点数等必要項目が記入されているもの）を添えて子育て支援課手当・医療係に申

請し、払戻しを受ける。 

 

〔実  績〕                                  （各年度末現在） 

年度 33  44  55  

区  分 母 子 父 子 養育者 母 子 父 子 養育者 母 子 父 子 養育者 

医 療 証 
交付世帯数 

713 25 4 669 23 3 679 24 3 

医 療 証 
交 付 者 数 

980 33 6 908 30 5 690 24 3 

※医療証は世帯ごとに一枚交付し、氏名の記載のあるものが医療費の助成を受けることができる。 

  

９９  令令和和５５年年度度低低所所得得のの子子育育てて世世帯帯にに対対すするる子子育育てて世世帯帯生生活活支支援援特特別別給給付付金金（（ひひととりり親親世世帯帯分分））

((令令和和５５年年度度ののみみ））  ＜＜子子育育てて支支援援課課手手当当・・医医療療係係＞＞  

物価高騰の影響を受けた子育て世帯に対する国の支援措置として、児童扶養手当受給者等に対し

て給付を行った。 

〔給付額〕50,000円（児童１人あたり） 

〔受給児童数〕1,064人 
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第第  1100  章章    女女  性性  福福  祉祉  

近年、女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、

複合化している。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、

新たな女性支援強化が喫緊の課題となった。こうした課題に対応するため、令和６年４月に「困難な

問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行された。法律を踏まえ、当事者に寄り添った支援に

より、女性の福祉の増進及び自立に向けた取組を行っていく。 

 

11  女女性性相相談談  ＜＜子子どどもも家家庭庭支支援援セセンンタターーひひととりり親親・・生生活活支支援援係係＞＞  

支援又は保護を必要とする女性の発見に努めるとともに、女性の生活、職業、その他種々問題に

ついての相談、助言、関係機関との連絡などを行っている。 

相談実件数 

年度 
女性福祉 
資金償還 

婦人保護 

施設入所 
就職 結婚 

帰宅・ 
帰郷 

都女性ｾﾝﾀ
ｰ・福祉事
務所移送 

都外婦人相談
所その他関係
機関移送 

助言指導 
住宅
入居 

その他 計 

33  0 0 0 0 0 3 4 117 2 3 129 

44  14 0 0 0 0 3 3 155 1 5 181 

55  14 0 0 0 0 3 1 121 0 1 140 

２２  母母子子・・女女性性緊緊急急一一時時保保護護事事業業  ＜＜子子どどもも家家庭庭支支援援セセンンタターーひひととりり親親・・生生活活支支援援係係＞＞  

緊急に保護を要する母子・女性を、目黒区指定の施設へ入所させて、必要な保護・相談及び指導

を行う緊急一時保護事業を実施している。指定施設の入所期間は、1週間以内で、使用料は無料であ

る。また、当区の指定施設以外にも東京都の施設へ緊急一時保護依頼をしている。 

緊急一時保護状況 

年  度 33  44  55  

実利用世帯数 
【2】 
6 

【3】 
4 

【1】 
2 

実 利 用 日 数 79 124 15 

延 利 用 人 数 93 260 22 

 注 【 】内は東京都の施設への依頼分。警察経由含む 

  

  

  

  

  

 




